
○ 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律（昭和三十七年法律第百四十二号） 

（抄） 

 

（保存樹等の指定） 

第二条 市町村長は、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第五条の規定により指定された都市計画

区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する

樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。 

２・３ 略 

 

（所有者の保存義務等） 

第五条 所有者は、保存樹又は保存樹林について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。 

２ 略 

 

（所有者の変更等の場合の届出） 

第六条 略 

２ 保存樹又は保存樹林が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届

け出なければならない。 

 

（報告の徴取） 

第八条 市町村長は、必要があると認めるときは、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の現状につき報

告を求めることができる。 

 

（市町村長の助言等） 

第九条 市町村長は、所有者に対し、保存樹又は保存樹林の枯損の防止その他その保存に関し必要な助

言又は援助をすることができる。 

 


